
公共工事契約内容等の公表 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第 7 条第 3 項により公表しま

す。 

 

第１回変更契約 

契約年月日 
変更前 令和 5 年 8月 2日 

変更後 令和 6 年 1月 22 日 

契約業者名 ㈱東北産業 

契約業者住所 五戸町大字豊間内字地蔵平 1-865 

工 事 番 号 第 37 号 

工 事 名 称 町道榊窪大久木線舗装新設工事 

工 事 場 所 五戸町大字切谷内字上榊窪 地内 

工 事 種 別 舗装 A 

工 事 概 要 

施工延長 L=281.2ｍ 

 

土工 N=1.0 式 

法面工 N=1.0 式 

舗装工 N=1.0 式 

擁壁工 N=1.0 式 

排水構造物工 N=1.0 式 

構造物撤去工 N=1.0 式 

雑工 N=1.0 式 

交通安全施設工 N=1.0 式 

工 期 
変更前 自 令和 5年 8月 3日 至 令和 6 年 1 月 29 日 

変更後 自 ― 至 ― 

契 約 金 額 
変更前 34,265,000 円 

変更金額 1,133,000円 
変更後 35,398,000 円 

変 更 理 由 

１．土工及び構造物撤去工について、舗装版撤去を施工したとこ

ろ、セメントによる安定処理が行われていたため、掘削工・土砂

等運搬・整地 V=1,123.8 ㎥を 235.5 ㎥減の V=888.3 ㎥に、構造物

撤去工に安定処理路盤材撤去 A=1,094.9 ㎡、安定処理路盤材運搬

工 V=208.1 ㎥、安定処理路盤材処分費 W=478.6t を追加。 

２．進入路工について、地権者からの要望により、表層工

（t=3cm）A=16.8 ㎡を追加したい。また、起点部右側（№9＋

8.78）～集水桝（№9＋15.232）にかけて、現況に合わせるた

め。アスカーブ L=6.4m を追加。 

３．擁壁工について、当初№13～№13＋8.0 の区間での施工であ

ったが、№13 は車両出入口となっているため、№13＋4.0～№13



＋16 の区間にし、簡易土留板設置工 L=8.0m を L=4.0m 増の

L=12.0m に変更。 

 


